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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の内部に挿入される挿入部と、該挿入部の先端側に設けられ、該被検体の内部の
被写体の像に応じた撮像信号を出力する撮像部を具備した先端部と、該先端部の位置及び
向きを該挿入部の挿入方向に対して変更可能な湾曲部と、を有する内視鏡と、
　少なくとも前記先端部が存在する位置に関する情報を含む位置情報を取得する位置検出
部と、
　前記被写体の像の画像に基づき、前記先端部の通過目標位置を設定する通過目標位置設
定部と、
　前記位置情報及び前記通過目標位置に基づき、前記先端部が通過する経路を推定する経
路推定部と、
　前記通過目標位置及び前記経路に基づき、前記先端部が前記経路に沿って前記通過目標
位置に到達するように、前記経路上における湾曲制御目標位置を適宜設定する湾曲制御目
標位置設定部と、
　前記湾曲制御目標位置に基づき、前記湾曲部の湾曲量及び湾曲方向に関する湾曲制御情
報を算出する湾曲制御情報算出部と、
　を有することを特徴とする内視鏡システム。
【請求項２】
　前記湾曲制御目標位置設定部は、単位時間あたりの前記先端部の移動距離を前記位置情
報に基づいて算出し、前記湾曲制御目標位置を該移動距離に基づいて設定することを特徴
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とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項３】
　前記画像に含まれる暗部領域を検出する暗部領域検出部をさらに有し、
　前記目標位置設定部は、前記暗部領域の重心点を前記通過目標位置として設定すること
を特徴とする請求項１に記載の内視鏡システム。
【請求項４】
　管腔の内部に挿入される挿入部と、該挿入部の先端側に設けられ、該管腔の内部の被写
体の像に応じた撮像信号を出力する撮像部を具備した先端部と、該先端部の位置及び向き
を該挿入部の挿入方向に対して変更可能な湾曲部と、を有する内視鏡と、
　前記被写体の像の２次元画像に基づき、前記管腔の３次元形状データを算出する３次元
形状算出部と、
　前記３次元形状データに基づき、前記管腔の切断面を複数取得する切断面取得部と、
　前記切断面の断面形状に応じた経路点を前記切断面各々において検出し、該経路点各々
と前記先端部の先端面とを少なくとも結んでなる経路を算出する経路算出部と、
　前記経路上において、前記先端部を通過させる目標位置を設定する目標位置設定部と、
　前記目標位置に基づき、前記湾曲部の湾曲量及び湾曲方向に関する湾曲制御情報を算出
する湾曲制御情報算出部と、
　前記目標位置設定部により設定された前記目標位置を、前記湾曲部の湾曲量を減少可能
な他の目標位置に補正する目標位置補正部と、
　を具備したことを特徴とする内視鏡システム。
【請求項５】
　管腔の内部に挿入される挿入部と、該挿入部の先端側に設けられ、該管腔の内部の被写
体の像に応じた撮像信号を出力する撮像部を具備した先端部と、該先端部の位置及び向き
を該挿入部の挿入方向に対して変更可能な湾曲部と、を有する内視鏡と、
　前記被写体の像の２次元画像に基づき、前記管腔の３次元形状データを算出する３次元
形状算出部と、
　前記３次元形状データに基づき、前記管腔の切断面を複数取得する切断面取得部と、
　前記切断面の断面形状に応じた経路点を前記切断面各々において検出し、該経路点各々
と前記先端部の先端面とを少なくとも結んでなる経路を算出する経路算出部と、
　前記経路上において、前記先端部を通過させる目標位置を設定する目標位置設定部と、
　前記目標位置に基づき、前記湾曲部の湾曲量及び湾曲方向に関する湾曲制御情報を算出
する湾曲制御情報算出部と、
　を備え、
　前記経路は、前記複数の経路点各々と、前記先端部の先端面と、前記２次元画像におけ
る最も暗い点とを結ぶ線分として算出されることを特徴とする内視鏡システム。
【請求項６】
　管腔の内部に挿入される挿入部と、該挿入部の先端側に設けられ、該管腔の内部の被写
体の像に応じた撮像信号を出力する撮像部を具備した先端部と、該先端部の位置及び向き
を該挿入部の挿入方向に対して変更可能な湾曲部と、を有する内視鏡と、
　前記被写体の像の２次元画像に基づき、前記管腔の３次元形状データを算出する３次元
形状算出部と、
　前記３次元形状データに基づき、前記管腔の切断面を複数取得する切断面取得部と、
　前記切断面の断面形状に応じた経路点を前記切断面各々において検出し、該経路点各々
と前記先端部の先端面とを少なくとも結んでなる経路を算出する経路算出部と、
　前記経路上において、前記先端部を通過させる目標位置を設定する目標位置設定部と、
　前記目標位置に基づき、前記湾曲部の湾曲量及び湾曲方向に関する湾曲制御情報を算出
する湾曲制御情報算出部と、
　を備え、
　前記目標位置設定部は、単位時間あたりの前記先端部の移動距離に基づいて前記目標位
置を設定することを特徴とする内視鏡システム。



(3) JP 5085662 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡システムに関し、特に、湾曲部を具備する内視鏡に対して湾曲制御を
行うことが可能な内視鏡システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、医療分野及び工業分野等において従来広く用いられており、例えば医療分野
においては、生体組織等に対して観察及び種々の処置を行う際に用いられている。
【０００３】
　さらに、挿入部を被検体の肛門側から挿入し、下部消化管に対して観察や種々の処置を
行う場合においては、該挿入部を屈曲した管腔内に円滑に挿入するために、体腔内におけ
る該挿入部の位置及び屈曲状態（湾曲状態）等を検出することのできる内視鏡挿入形状検
出装置が、内視鏡と併せて用いられている。
【０００４】
　そして、湾曲部を有する内視鏡により取得された内視鏡画像、及び、内視鏡挿入形状検
出装置により取得された該内視鏡の挿入形状画像のうち、いずれか一方の画像に対応する
湾曲制御を選択及び実行可能な、日本国特開２００６－１１６２８９号公報に記載の湾曲
制御装置が近年提案されている。
【０００５】
　また、医療分野の内視鏡としては、例えば、体腔内に挿入可能な細長の挿入部と、該挿
入部の先端側に設けられ、該体腔内の被写体の像を撮像可能な撮像部を具備した先端部と
、該先端部に接続され、該先端部の位置及び向きを該挿入部の挿入方向に対して変更可能
な湾曲部と、を具備したものが広く用いられている。
【０００６】
　そして、前述した湾曲部の湾曲動作の補助に適用可能な技術としては、例えば、日本国
特開平７－１５５２８９号公報に記載されたものがある。
【０００７】
　日本国特開平７－１５５２８９号公報には、内視鏡により取得された画像から暗部領域
を抽出した後、該内視鏡の先端部が該暗部領域の中心部へ向かって進行するように制御を
行うことが可能な内視鏡装置が提案されている。
【０００８】
　しかし、日本国特開２００６－１１６２８９号公報に記載の湾曲制御装置は、ジョイス
ティックの操作に応じて湾曲部の湾曲状態を制御する構成を有するものである。そのため
、例えば、知識または経験に乏しい者が日本国特開２００６－１１６２８９号公報に記載
の湾曲制御装置を用いたとしても、該内視鏡の先端部を管腔内の所望の位置に配置するこ
と（または所望の方向を向くように配置すること）はなお困難である、という問題点を有
している。その結果、日本国特開２００６－１１６２８９号公報に記載の湾曲制御装置に
おいては、実際に操作を行う者（例えば術者等）の知識または経験により内視鏡の挿入性
が変化してしまうという、前述の問題点に準ずる課題が生じている。
【０００９】
　また、日本国特開２００６－１１６２８９号公報に記載の湾曲制御装置は、ジョイステ
ィックの操作に応じて湾曲部の湾曲状態を制御する構成を有するものである。そのため、
例えば、知識または経験に乏しい者が日本国特開２００６－１１６２８９号公報に記載の
湾曲制御装置を用いたとしても、管腔の屈曲状態にあわせて内視鏡の湾曲部の湾曲操作を
行うことはなお困難である、という問題点が生じている。その結果、日本国特開２００６
－１１６２８９号公報に記載の湾曲制御装置においては、実際に操作を行う者（例えば術
者等）の知識または経験により内視鏡の挿入性が変化してしまうという、前述の問題点に
準ずる課題が生じている。
【００１０】
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　一方、日本国特開平７－１５５２８９号公報に記載の技術は、内視鏡の先端部を単に暗
部領域の中心部へ向かって進行させてゆく構成であるため、例えば、内視鏡の先端部をひ
だの表側から裏側へ向けて進行させてゆくような場合において、該ひだの回避が困難な方
向へ該先端部が進行してしまう場合がある、という問題点がある。その結果、日本国特開
平７－１５５２８９号公報の内視鏡装置においては、先端部を所望の方向へ進行させるこ
とが困難であることにより、内視鏡の挿入性が低下してしまうという、前述の問題点に準
ずる課題が生じている。
【００１１】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、実際に操作を行う者の知識また
は経験によることなく、内視鏡の挿入操作を容易にすることのできる内視鏡システムを提
供することを目的としている。
【００１２】
　また、本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、内視鏡の挿入性を従来に
比べて向上させることのできる内視鏡システムを提供することを目的としている。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明における内視鏡システムは、被検体の内部に挿入される挿入部と、該挿入部の先
端側に設けられ、該被検体の内部の被写体の像に応じた撮像信号を出力する撮像部を具備
した先端部と、該先端部の位置及び向きを該挿入部の挿入方向に対して変更可能な湾曲部
と、を有する内視鏡と、少なくとも前記先端部が存在する位置に関する情報を含む位置情
報を取得する位置検出部と、前記被写体の像の画像に基づき、前記先端部の通過目標位置
を設定する通過目標位置設定部と、前記位置情報及び前記通過目標位置に基づき、前記先
端部が通過する経路を推定する経路推定部と、前記通過目標位置及び前記経路に基づき、
前記先端部が前記経路に沿って前記通過目標位置に到達するように、前記経路上における
湾曲制御目標位置を適宜設定する湾曲制御目標位置設定部と、前記湾曲制御目標位置に基
づき、前記湾曲部の湾曲量及び湾曲方向に関する湾曲制御情報を算出する湾曲制御情報算
出部と、を有することを特徴とする。
【００１５】
　本発明における他の態様の内視鏡システムは、管腔の内部に挿入される挿入部と、該挿
入部の先端側に設けられ、該管腔の内部の被写体の像に応じた撮像信号を出力する撮像部
を具備した先端部と、該先端部の位置及び向きを該挿入部の挿入方向に対して変更可能な
湾曲部と、を有する内視鏡と、前記被写体の像の２次元画像に基づき、前記管腔の３次元
形状データを算出する３次元形状算出部と、前記３次元形状データに基づき、前記管腔の
切断面を複数取得する切断面取得部と、前記切断面の断面形状に応じた経路点を前記切断
面各々において検出し、該経路点各々と前記先端部の先端面とを少なくとも結んでなる経
路を算出する経路算出部と、前記経路上において、前記先端部を通過させる目標位置を設
定する目標位置設定部と、前記目標位置に基づき、前記湾曲部の湾曲量及び湾曲方向に関
する湾曲制御情報を算出する湾曲制御情報算出部と、前記目標位置設定部により設定され
た前記目標位置を、前記湾曲部の湾曲量を減少可能な他の目標位置に補正する目標位置補
正部と、を具備したことを特徴とする。
　本発明における他の態様の内視鏡システムは、管腔の内部に挿入される挿入部と、該挿
入部の先端側に設けられ、該管腔の内部の被写体の像に応じた撮像信号を出力する撮像部
を具備した先端部と、該先端部の位置及び向きを該挿入部の挿入方向に対して変更可能な
湾曲部と、を有する内視鏡と、前記被写体の像の２次元画像に基づき、前記管腔の３次元
形状データを算出する３次元形状算出部と、前記３次元形状データに基づき、前記管腔の
切断面を複数取得する切断面取得部と、前記切断面の断面形状に応じた経路点を前記切断
面各々において検出し、該経路点各々と前記先端部の先端面とを少なくとも結んでなる経
路を算出する経路算出部と、前記経路上において、前記先端部を通過させる目標位置を設
定する目標位置設定部と、前記目標位置に基づき、前記湾曲部の湾曲量及び湾曲方向に関
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する湾曲制御情報を算出する湾曲制御情報算出部と、を備え、前記経路は、前記複数の経
路点各々と、前記先端部の先端面と、前記２次元画像における最も暗い点とを結ぶ線分と
して算出されることを特徴とする。
　本発明における他の態様の内視鏡システムは、管腔の内部に挿入される挿入部と、該挿
入部の先端側に設けられ、該管腔の内部の被写体の像に応じた撮像信号を出力する撮像部
を具備した先端部と、該先端部の位置及び向きを該挿入部の挿入方向に対して変更可能な
湾曲部と、を有する内視鏡と、前記被写体の像の２次元画像に基づき、前記管腔の３次元
形状データを算出する３次元形状算出部と、前記３次元形状データに基づき、前記管腔の
切断面を複数取得する切断面取得部と、前記切断面の断面形状に応じた経路点を前記切断
面各々において検出し、該経路点各々と前記先端部の先端面とを少なくとも結んでなる経
路を算出する経路算出部と、前記経路上において、前記先端部を通過させる目標位置を設
定する目標位置設定部と、前記目標位置に基づき、前記湾曲部の湾曲量及び湾曲方向に関
する湾曲制御情報を算出する湾曲制御情報算出部と、を備え、前記目標位置設定部は、単
位時間あたりの前記先端部の移動距離に基づいて前記目標位置を設定することを特徴とす
る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る内視鏡システムの要部の構成の一例を示す図。
【図２】先端部の通過目標位置、及び、湾曲部に対する湾曲制御内容を各々設定するため
に行われる処理の一例を示すフローチャート。
【図３】画像データ内に存在する暗部領域の一例を示す図。
【図４】先端部の通過目標位置を設定するために行われる処理の変形例を示すフローチャ
ート。
【図５】湾曲部に対する湾曲制御内容を設定するために行われる処理の変形例を示すフロ
ーチャート。
【図６】図４及び図５のフローチャートの処理の概要に関する模式図。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る内視鏡システムの要部の構成の一例を示す図。
【図８】図７の端末装置において行われる目標位置検出処理の一例を示すフローチャート
。
【図９】図７の端末装置において行われる湾曲制御設定処理の一例を示すフローチャート
。
【図１０】画像データ内に存在する暗部領域の一例を示す図。
【図１１】画像データ内に存在する暗部領域の、図１０とは異なる例を示す図。
【図１２】画像データ内に存在する暗部領域の、図１０及び図１１とは異なる例を示す図
。
【図１３】本発明の第３の実施形態に係る内視鏡システムの要部の構成の一例を示す図。
【図１４】先端部を通過させる経路を設定するために行われる処理の一例を示すフローチ
ャート。
【図１５】湾曲部に対する湾曲制御内容を設定するために行われる処理の一例を示すフロ
ーチャート。
【図１６】先端部の現在位置の近傍における管腔の形状の一例を示す図。
【図１７】図１４のフローチャートの処理の概要に関する模式図。
【図１８】先端部を通過させる目標位置を算出する処理の一例を示す図。
【図１９】先端部を通過させる目標位置を算出する処理の、図１８とは異なる例を示す図
。
【図２０】図１５のフローチャートに追加可能な処理の一例を示す図。
【図２１】図２０のフローチャートの処理の概要に関する模式図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
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【００１８】
（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る内視鏡システムの要部の構成の一例を示す図で
ある。図２は、先端部の通過目標位置、及び、湾曲部に対する湾曲制御内容を各々設定す
るために行われる処理の一例を示すフローチャートである。図３は、画像データ内に存在
する暗部領域の一例を示す図である。図４は、先端部の通過目標位置を設定するために行
われる処理の変形例を示すフローチャートである。図５は、湾曲部に対する湾曲制御内容
を設定するために行われる処理の変形例を示すフローチャートである。図６は、図４及び
図５のフローチャートの処理の概要に関する模式図である。
【００１９】
　本発明の第１の実施形態に係る内視鏡システム１は、図１に示すように、被検体として
の患者の体腔内に挿入されるとともに、該体腔内の被写体の像を撮像する内視鏡２と、内
視鏡２に設けられたコネクタ１４の着脱が可能なプロセッサ６と、該患者が横たわるベッ
ドの周辺部に配置されるセンスコイルユニット７と、内視鏡挿入形状検出装置８と、端末
装置９と、モニタ１０ａ及び１０ｂと、を有して構成されている。
【００２０】
　また、プロセッサ６は、撮像対象となる被写体を照明するための照明光を内視鏡２に供
給する光源部３と、内視鏡２から出力される撮像信号に対して信号処理を行うことにより
、映像信号を生成して出力する信号処理部４と、内視鏡２に対する湾曲制御を行う湾曲制
御部５と、ソースコイル駆動部４３と、を有している。
【００２１】
　内視鏡２は、被検体の体腔内に挿入される細長の挿入部１１と、挿入部１１の後端に設
けられた操作部１２と、操作部１２から延出されたユニバーサルコード１３とを有してい
る。そして、このユニバーサルコード１３の後端には、プロセッサ６への着脱が可能なコ
ネクタ１４が設けられている。
【００２２】
　挿入部１１は、先端側に設けられた硬質の先端部１５と、先端部１５の後端に接続され
た湾曲部１６と、湾曲部１６の後端と操作部１２の前端との間に設けられた、可撓性を有
する可撓管部１７と、を有している。また、挿入部１１の内部には、ソースコイル駆動部
４３により印加されるソースコイル駆動信号に応じた磁界を発生するｎ個のソースコイル
Ｃ１、Ｃ２、・・・Ｃｎが略等間隔に設けられている。
【００２３】
　先端部１５には、被写体の像を結像する対物光学系と、該対物光学系を経て結像された
該被写体の像を撮像信号として出力する撮像素子等とを具備する撮像部１５ａが設けられ
ている。
【００２４】
　操作部１２には、フリーズ画像（静止画像）取得等の指示を行うスコープスイッチ１８
と、湾曲部１６の湾曲モードを手動モードまたは自動モードのいずれかに切り替えるため
の指示を行う湾曲モード切替スイッチ１９と、該手動モードが選択された場合に、湾曲部
１６の湾曲方向及び湾曲角度の指示を行う湾曲用ジョイスティック２０と、が設けられて
いる。また、可撓管部１７の後端側であって、操作部１２の前端付近にあたる部分には、
処置具等を挿通可能な図示しない処置具用チャンネルへ通ずる処置具挿入口３９が設けら
れている。
【００２５】
　内視鏡２の挿入部１１等の内部には、光源部３から供給される照明光を先端部１５へ伝
送するライトガイド２１が挿通されている。
【００２６】
　ライトガイド２１の一方の端面（入射端面）は、コネクタ１４から突出した状態として
配置されている。また、ライトガイド２１の他方の端面（出射端面）は、先端部１５に設
けられた図示しない照明光学系の近傍に配置されている。このような構成により、光源部
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３から供給された照明光は、コネクタ１４がプロセッサ６に接続された状態において、ラ
イトガイド２１及び図示しない照明光学系を経た後、撮像部１５ａの撮像対象となる被写
体を照明する。
【００２７】
　光源部３は、例えば白色光である照明光を発するランプ２２と、ランプ２２が駆動する
際に要する電源を供給するランプ駆動部２３と、絞り２４と、信号処理部４から出力され
る映像信号に基づいて絞り２４の絞り量（開口量）を増減させる絞り制御部２５と、絞り
２４を通過した照明光を集光しつつライトガイド２１の入射端面へ供給する集光光学系２
６と、を有している。
【００２８】
　絞り制御部２５は、例えば、入力される映像信号の輝度成分に基づいて平均の明るさを
算出した後、該平均の明るさから適切な明るさに相当する基準値を減じた値である、差分
値に基づいて絞り２４の絞り量（開口量）を増減させることにより、絞り２４を通過する
照明光の光量を適宜変化させる。
【００２９】
　信号処理部４は、撮像部１５ａに設けられた撮像素子を駆動するための撮像素子駆動信
号を出力する撮像素子駆動部３６と、撮像部１５ａから出力される撮像信号に対して信号
処理を行うことにより、映像信号を生成して出力する映像処理部３７と、を有している。
これにより、モニタ１０ａには、前記映像信号に応じた内視鏡画像Ｉａが表示される。
【００３０】
　湾曲制御部５は、湾曲モード切替スイッチ１９においてなされた指示に基づき、湾曲部
１６の湾曲モードが手動モードに切り替えられた場合には、湾曲用ジョイスティック２０
の傾き方向及び傾き量に基づいて湾曲部１６の湾曲方向及び湾曲角度を変更するための制
御を行う。また、湾曲制御部５は、湾曲モード切替スイッチ１９においてなされた指示に
基づき、湾曲部１６の湾曲モードが自動モードに切り替えられた場合には、端末装置９の
演算結果に基づいて湾曲部１６の湾曲方向及び湾曲角度を変更するための制御を行う。
【００３１】
　ソースコイル駆動部４３は、挿入部１１の内部に設けられたｎ個のソースコイルＣ１、
Ｃ２、・・・Ｃｎに接続されており、該ソースコイル各々に対して交流のソースコイル駆
動信号を順次印加する。これにより、挿入部１１の内部に設けられたソースコイル各々の
周囲には、交流磁界が発生する。
【００３２】
　センスコイルユニット７には、挿入部１１の内部に設けられたｎ個のソースコイルＣ１

、Ｃ２、・・・Ｃｎから発せられる磁界を各々検出し、磁界検出信号として出力するセン
スコイル群４４が設けられている。
【００３３】
　内視鏡挿入形状検出装置８は、センスコイルユニット７から出力される磁界検出信号を
増幅するアンプ４５と、アンプ４５から出力される磁界検出信号に基づいてｎ個のソース
コイルＣ１、Ｃ２、・・・Ｃｎの３次元座標位置及び向きを検出し、挿入形状情報として
出力するソースコイル位置／向き検出部４６と、ソースコイル位置／向き検出部４６から
出力される挿入形状情報に基づいて挿入部１１の挿入形状を推定し、挿入形状画像信号と
して出力する挿入形状推定部４７と、を有している。これにより、モニタ１０ｂには、前
記挿入形状画像信号に応じた挿入部１１の挿入形状画像Ｉｂが表示される。
【００３４】
　端末装置９は、映像処理部３７から出力される映像信号と、ソースコイル位置／向き検
出部４６から出力される挿入形状情報とに基づき、湾曲部１６の湾曲モードが自動モード
である場合に行われる湾曲制御に関する演算を行い、演算結果を湾曲制御部５へ出力する
演算処理部９１を有している。なお、演算処理部９１において行われる前記演算の具体的
な内容は、後程述べるものとする。
【００３５】
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　次に、内視鏡システム１の作用について説明を行う。なお、以降においては、湾曲モー
ド切替スイッチ１９が手動湾曲モードに切り替えられた場合の制御についての説明を省略
するとともに、湾曲モード切替スイッチ１９が自動湾曲モードに切り替えられた場合の制
御について主に説明を行うものとする。
【００３６】
　まず、術者は、内視鏡システム１の各部を接続及び起動した後、内視鏡２の挿入部１１
を患者の体腔内に挿入するとともに、湾曲モード切替スイッチ１９を自動湾曲モードに切
り替える。これに応じて、内視鏡２の撮像部１５ａにおける被写体の撮像が開始されると
ともに、挿入部１１に設けられた各ソースコイルにおいて磁界が発せられ始める。
【００３７】
　被写体の撮像に伴って撮像部１５ａから出力される撮像信号は、ユニバーサルコード１
３及びコネクタ１４を経てプロセッサ６へ出力され、映像処理部３７において映像信号に
変換された後、端末装置９の演算処理部９１に入力される。また、挿入部１１に設けられ
た各ソースコイルにおける磁界の発生に伴い、センスコイルユニット７から出力される磁
界検出信号は、アンプ４５により増幅され、ソースコイル位置／向き検出部４６により該
各ソースコイルの３次元座標情報として変換された後、端末装置９の演算処理部９１に入
力される。
【００３８】
　端末装置９の演算処理部９１は、入力される映像信号と、各ソースコイルの３次元座標
情報とに基づく処理を行うことにより、先端部１５の通過目標となる目標位置を設定する
とともに、該目標位置の方向へ先端部１５が向くように湾曲部１６を湾曲させるための制
御内容を設定する。
【００３９】
　ここで、図２及び図３を参照しつつ、前記目標位置及び前記制御内容を設定するために
演算処理部９１が行う処理について述べる。
【００４０】
　演算処理部９１は、ソースコイル位置／向き検出部４６から出力される３次元座標情報
に基づき、先端部１５の現在の位置及び向きを算出する（図２のステップＳ１）。
【００４１】
　また、演算処理部９１は、入力される映像信号に基づく画像データを取得した（図２の
ステップＳ２）後、該画像データに対してディストーション補正を施す（図２のステップ
Ｓ３）。このような処理により、演算処理部９１は、入力される映像信号に基づく原画像
のモノクロ部分が排除された画像データを取得する。
【００４２】
　そして、演算処理部９１は、例えば特開平２－２０３８３１号公報に記載されている方
法を用いることにより、図２のステップＳ３の処理において取得した画像データにおける
暗部領域を検出する（図２のステップＳ４）。なお、演算処理部９１は、画像の暗部領域
を検出するための方法として、特開平２－２０３８３１号公報に記載されている方法を用
いるものに限らず、他の方法を用いるものであっても良い。
【００４３】
　そして、演算処理部９１は、図２のステップＳ４の処理により検出した暗部領域に基づ
き、該暗部領域の重心点の２次元座標を算出する（図２のステップＳ５）。具体的には、
演算処理部９１は、例えば図３に示すような暗部領域が存在する画像データにおいて、該
暗部領域の重心点Ｇｃの２次元座標を算出する。なお、演算処理部９１は、暗部領域の重
心点の２次元座標を算出するための処理として、該暗部領域のエッジ上に存在する各点列
に応じて算出される図心を該重心点とみなす処理を行うものであっても良いし、また、該
暗部領域の０次モーメント及び１次モーメントを用いて該重心点を算出するものであって
も良い。
【００４４】
　その後、演算処理部９１は、図２のステップＳ５の処理において算出した重心点Ｇｃの
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２次元座標を、例えばＳｈａｐｅＦｒｏｍＳｈａｄｉｎｇ法等の方法を用いることにより
３次元座標の目標位置に変換する（図２のステップＳ６）。
【００４５】
　すなわち、演算処理部９１は、図２のフローチャートの処理において、取得した画像デ
ータにおける暗部領域の略中心部を先端部１５が通過するように、目標となる３次元座標
位置を設定する。
【００４６】
　演算処理部９１は、図２のステップＳ６において設定した目標位置を先端部１５が通過
するように、湾曲部１６の湾曲量及び湾曲方向を算出する（図２のステップＳ７）。
【００４７】
　演算処理部９１は、図２のステップＳ７の処理において算出した湾曲部１６の湾曲量及
び湾曲方向に基づき、実際に湾曲部１６を湾曲させるために必要な情報である、湾曲制御
情報の演算を行い（図２のステップＳ８）、演算結果を湾曲制御部５へ出力した後、一連
の処理を図２のステップＳ１から再度繰り返し行う。
【００４８】
　なお、前述した湾曲制御情報は、例えば、湾曲部１６がワイヤの一端側に接続された複
数の湾曲コマ等からなり、モータの回転駆動に応じて生じる該ワイヤの緊張または弛緩に
伴って自身の湾曲状態を変化させることが可能な構成である場合においては、該モータに
接続されるプーリの角度及び該モータに印加する駆動電圧に関する情報として示されるも
のであるとする。また、前述した湾曲制御情報は、例えば、湾曲部１６が前述した構成以
外の他の構成を有している場合においては、該他の構成に応じた情報として示されるもの
であるとする。
【００４９】
　以上に述べたように、本実施形態の内視鏡システム１は、図２に示す各処理を自動湾曲
モードにおいて行うことにより、内視鏡先端部が管腔内の（暗部の）略中心部を通過する
ように、すなわち、明確に定められた通過目標位置を該内視鏡先端部が通過するように、
内視鏡湾曲部を制御可能な構成を具備している。これにより、本実施形態の内視鏡システ
ム１は、実際に操作を行う者の知識または経験によることなく、内視鏡の挿入操作を容易
にすることができる。さらに、本実施形態の内視鏡システム１は、図２に示す各処理を自
動湾曲モードにおいて行うことにより、実際に操作を行う者の知識または経験によること
なく、内視鏡の湾曲操作を滑らかにすることができる。
【００５０】
　また、演算処理部９１は、自動湾曲モードにおいて、前述した図２のフローチャートに
示す処理を行うものに限らず、例えば図４及び図５のフローチャートに示す処理を行うも
のであっても良い。
【００５１】
　ここで、図４を参照しつつ、先端部１５の通過目標となる目標位置を設定するために演
算処理部９１が行う処理について述べる。
【００５２】
　演算処理部９１は、入力される映像信号に基づく画像データを取得した（図４のステッ
プＳ１１）後、該画像データに対してディストーション補正を施す（図４のステップＳ１
２）。このような処理により、演算処理部９１は、入力される映像信号に基づく原画像の
モノクロ部分が排除された画像データを取得する。
【００５３】
　そして、演算処理部９１は、例えば特開平２－２０３８３１号公報に記載されている方
法等を用いることにより、図４のステップＳ１２の処理において取得した画像データにお
ける暗部領域を検出する（図４のステップＳ１３）。
【００５４】
　そして、演算処理部９１は、図４のステップＳ１３の処理により検出した暗部領域に基
づき、該暗部領域の重心点の２次元座標を算出する（図４のステップＳ１４）。
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【００５５】
　その後、演算処理部９１は、図４のステップＳ１４の処理において算出した重心点の２
次元座標を、例えばＳｈａｐｅＦｒｏｍＳｈａｄｉｎｇ法等の方法を用いることにより３
次元座標の目標位置に変換した（図４のステップＳ１５）後、一連の処理を図４のステッ
プＳ１１から再度繰り返し行う。
【００５６】
　すなわち、演算処理部９１は、図４のフローチャートの処理において、取得した画像デ
ータにおける暗部領域の略中心部を先端部１５が通過するように、目標となる３次元座標
位置を設定する。これにより、図４の処理により取得される３次元座標の目標位置は、例
えば、先端部１５が該目標位置を通過した場合、または、暗部領域の形状が変化した場合
等に応じて適宜更新される。
【００５７】
　また、演算処理部９１は、図５のフローチャートに示す処理を、図４のフローチャート
に示す処理に並行して行う。
【００５８】
　ここで、図５及び図６を参照しつつ、湾曲部１６に対する制御内容を設定するために演
算処理部９１が行う処理について述べる。
【００５９】
　演算処理部９１は、ソースコイル位置／向き検出部４６から出力される３次元座標情報
に基づき、先端部１５の現在の位置及び向きを算出する（図５のステップＳ２１）。
【００６０】
　その後、演算処理部９１は、図４の処理により３次元座標の目標位置が更新されたか否
かを判定する（図５のステップＳ２２）。そして、演算処理部９１は、図４の処理により
３次元座標の目標位置が更新された場合、更新された目標位置に対応する先端部１５の経
路推定に用いる補間曲線を算出するための処理を行う（図５のステップＳ２３）。また、
演算処理部９１は、図４の処理により３次元座標の目標位置が更新されていない場合、該
目標位置及び該目標位置へ向かう補間曲線を保持しつつ、後述する図５のステップＳ２４
の処理を行う。
【００６１】
　図５のステップＳ２３の処理において、まず、演算処理部９１は、ソースコイル位置／
向き検出部４６から出力される３次元座標情報に基づき、湾曲部１６に設けられたソース
コイルを少なくとも１つ以上含む、複数のソースコイルの３次元座標位置を取得する。具
体的には、演算処理部９１は、ソースコイル位置／向き検出部４６から出力される３次元
座標情報に基づき、例えば図６に示すように、先端部１５に設けられたソースコイルＣ１

の３次元座標位置と、湾曲部１６に設けられたソースコイルＣ２及びＣ３の３次元座標位
置とからなる、３つの３次元座標位置を取得する。
【００６２】
　図５のステップＳ２３の処理において、次に、演算処理部９１は、前述した３つの３次
元座標位置と、図４の処理により更新された３次元座標の目標位置とに対してＣａｔｍｕ
ｌｌＲｏｍ曲線方程式を適用することにより、パラメトリック曲線を算出する。
【００６３】
　そして、演算処理部９１は、前記パラメトリック曲線を、図５のステップＳ２３の処理
結果である補間曲線として算出する。これにより、演算処理部９１は、例えば図６に示す
ような、ソースコイルＣ１、Ｃ２及びＣ３と、３次元座標の目標位置Ｄとを結ぶ曲線Ｉｄ
を、先端部１５の経路推定に用いる補間曲線として設定する。
【００６４】
　すなわち、経路推定部としての演算処理部９１は、図５のステップＳ２３の処理により
算出した補間曲線を、先端部１５が通過する経路として推定する。
【００６５】
　なお、本実施形態の演算処理部９１は、ソースコイルＣ１、Ｃ２及びＣ３の３次元座標
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位置を用いつつ、前述した補間曲線の設定に関する演算を行うものに限らない。具体的に
は、本実施形態の演算処理部９１は、湾曲部１６に設けられたソースコイルを少なくとも
１つ以上含む複数のソースコイルの３次元座標位置を用いる限りにおいては、どのソース
コイルの３次元座標位置を用いつつ前述した補間曲線の設定に関する演算を行うものであ
っても良い。
【００６６】
　一方、演算処理部９１は、ソースコイル位置／向き検出部４６から出力される３次元座
標情報に基づき、例えば単位時間あたりのソースコイルＣ１の移動速度を算出することに
より、Δｔ秒後の先端部１５の移動距離Ｌを算出する（図５のステップＳ２４）。
【００６７】
　演算処理部９１は、曲線Ｉｄ及び移動距離Ｌに基づき、湾曲制御目標位置を算出する（
図５のステップＳ２５）。
【００６８】
　すなわち、演算処理部９１は、図５のステップＳ２５の処理において、前述したベクト
ルＶｄを算出することにより、曲線Ｉｄ上の点であり、かつ、該ベクトルＶｄの終点であ
る点Ｐが存在する位置を湾曲制御目標位置として設定する。
【００６９】
　そして、演算処理部９１は、図５のステップＳ２５において設定した湾曲制御目標位置
へ先端部１５が向かうように、湾曲部１６の湾曲量及び湾曲方向を算出する（図５のステ
ップＳ２６）。
【００７０】
　演算処理部９１は、図５のステップＳ２６の処理において算出した湾曲部１６の湾曲量
及び湾曲方向に基づき、実際に湾曲部１６を湾曲させるために必要な情報である、湾曲制
御情報の演算を行い（図５のステップＳ２７）、演算結果を湾曲制御部５へ出力した後、
一連の処理を図５のステップＳ２１から再度繰り返し行う。
【００７１】
　以上に述べたように、本実施形態の内視鏡システム１は、図４及び図５に示す各処理を
自動湾曲モードにおいて行うことにより、内視鏡湾曲部を比較的緩やかに湾曲させつつ、
内視鏡先端部が管腔内の（暗部の）略中心部を通過するように、該内視鏡湾曲部を制御可
能な構成を具備している。これにより、本実施形態の内視鏡システム１は、実際に操作を
行う者の知識または経験によることなく、内視鏡の挿入操作を容易にすることができる。
さらに、本実施形態の内視鏡システム１は、図４及び図５に示す各処理を自動湾曲モード
において行うことにより、実際に操作を行う者の知識または経験によることなく、内視鏡
の湾曲操作を滑らかにすることができる。
【００７２】
（第２の実施形態）
　なお、以降において、第１の実施形態と同様の構成を持つ部分、及び、第１の実施形態
と同様の処理を行う部分については、詳細な説明を適宜省略する。
【００７３】
　図７から図１２は、本発明の実施形態に係るものである。図７は、本発明の実施形態に
係る内視鏡システムの要部の構成の一例を示す図である。図８は、図７の端末装置におい
て行われる目標位置検出処理の一例を示すフローチャートである。図９は、図７の端末装
置において行われる湾曲制御設定処理の一例を示すフローチャートである。図１０は、画
像データ内に存在する暗部領域の一例を示す図である。図１１は、画像データ内に存在す
る暗部領域の、図１０とは異なる例を示す図である。図１２は、画像データ内に存在する
暗部領域の、図１０及び図１１とは異なる例を示す図である。
【００７４】
　本発明の実施形態に係る内視鏡システム１０１は、図７に示すように、被検体としての
患者の体腔内部に挿入されるとともに、該体腔内の被写体の像を撮像する内視鏡１０２と
、内視鏡１０２に設けられたコネクタ１１４の着脱が可能なプロセッサ１０６と、該患者
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が横たわるベッドの周辺部に配置されるセンスコイルユニット１０７と、内視鏡挿入形状
検出装置１０８と、端末装置１０９と、モニタ１１０ａ及び１１０ｂと、を有して構成さ
れている。
【００７５】
　また、プロセッサ１０６は、撮像対象となる被写体を照明するための照明光を内視鏡１
０２に供給する光源部１０３と、内視鏡１０２から出力される撮像信号に対して信号処理
を行うことにより、映像信号を生成して出力する信号処理部１０４と、内視鏡１０２に対
する湾曲制御を行う湾曲制御部１０５と、ソースコイル駆動部１４３と、を有している。
【００７６】
　内視鏡１０２は、被検体の内部に挿入される細長の挿入部１１１と、挿入部１１１の後
端に設けられた操作部１１２と、操作部１１２から延出されたユニバーサルコード１１３
とを有している。そして、このユニバーサルコード１１３の後端には、プロセッサ１０６
への着脱が可能なコネクタ１１４が設けられている。
【００７７】
　挿入部１１１は、先端側に設けられた硬質の先端部１１５と、先端部１１５の後端に接
続された湾曲部１１６と、湾曲部１１６の後端と操作部１１２の前端との間に設けられた
、可撓性を有する可撓管部１１７と、を有している。また、挿入部１１１の内部には、ソ
ースコイル駆動部１４３により印加されるソースコイル駆動信号に応じた磁界を発生する
ｐ個のソースコイルＣ１、Ｃ２、・・・Ｃｐが略等間隔に設けられている。
【００７８】
　先端部１１５には、被写体の像を結像する対物光学系と、該対物光学系を経て結像され
た該被写体の像を撮像信号として出力する撮像素子等とを具備する撮像部１１５ａが設け
られている。
【００７９】
　操作部１１２には、フリーズ画像（静止画像）取得等の指示を行うスコープスイッチ１
１８と、湾曲部１１６の湾曲モードを手動湾曲モードまたは自動湾曲モードのいずれかに
切り替えるための指示を行う湾曲モード切替スイッチ１１９と、該手動湾曲モードが選択
された場合に、湾曲部１１６の湾曲方向及び湾曲角度の指示を行う湾曲用ジョイスティッ
ク１２０と、が設けられている。また、可撓管部１１７の後端側であって、操作部１１２
の前端付近にあたる部分には、処置具等を挿通可能な図示しない処置具用チャンネルへ通
ずる処置具挿入口１３９が設けられている。
【００８０】
　内視鏡１０２の挿入部１１１等の内部には、光源部１０３から供給される照明光を先端
部１１５へ伝送するライトガイド１２１が挿通されている。
【００８１】
　ライトガイド１２１の一方の端面（入射端面）は、コネクタ１１４から突出した状態と
して配置されている。また、ライトガイド１２１の他方の端面（出射端面）は、先端部１
１５に設けられた図示しない照明光学系の近傍に配置されている。このような構成により
、光源部１０３から供給された照明光は、コネクタ１１４がプロセッサ１０６に接続され
た状態において、ライトガイド１２１及び図示しない照明光学系を経た後、撮像部１１５
ａの撮像対象となる被写体を照明する。
【００８２】
　光源部１０３は、例えば白色光である照明光を発するランプ１２２と、ランプ１２２が
駆動する際に要する電源を供給するランプ駆動部１２３と、絞り１２４と、信号処理部１
０４から出力される映像信号に基づいて絞り１２４の絞り量（開口量）を増減させる絞り
制御部１２５と、絞り１２４を通過した照明光を集光しつつライトガイド１２１の入射端
面へ供給する集光光学系１２６と、を有している。
【００８３】
　絞り制御部１２５は、例えば、入力される映像信号の輝度成分に基づいて平均の明るさ
を算出した後、該平均の明るさから適切な明るさに相当する基準値を減じた値である、差
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分値に基づいて絞り１２４の絞り量（開口量）を増減させることにより、絞り１２４を通
過する照明光の光量を適宜変化させる。
【００８４】
　信号処理部１０４は、撮像部１１５ａに設けられた撮像素子を駆動するための撮像素子
駆動信号を出力する撮像素子駆動部１３６と、撮像部１１５ａから出力される撮像信号に
対して信号処理を行うことにより、映像信号を生成して出力する映像処理部１３７と、を
有している。これにより、モニタ１１０ａには、前記映像信号に応じた内視鏡画像Ｉａ１
が表示される。
【００８５】
　湾曲制御部１０５は、湾曲モード切替スイッチ１１９においてなされた指示に基づき、
湾曲部１１６の湾曲モードが手動湾曲モードに切り替えられた場合には、湾曲用ジョイス
ティック１２０の傾き方向及び傾き量に基づいて湾曲部１１６の湾曲方向及び湾曲角度を
変更するための制御を行う。また、湾曲制御部１０５は、湾曲モード切替スイッチ１１９
においてなされた指示に基づき、湾曲部１１６の湾曲モードが自動湾曲モードに切り替え
られた場合には、端末装置１０９の演算結果に基づいて湾曲部１１６の湾曲方向及び湾曲
角度を変更するための制御を行う。
【００８６】
　ソースコイル駆動部１４３は、挿入部１１１の内部に設けられたｐ個のソースコイルＣ

１、Ｃ２、・・・Ｃｐに接続されており、該ソースコイル各々に対して交流のソースコイ
ル駆動信号を順次印加する。これにより、挿入部１１１の内部に設けられたソースコイル
各々の周囲には、交流磁界が発生する。
【００８７】
　センスコイルユニット１０７には、挿入部１１１の内部に設けられたｐ個のソースコイ
ルＣ１、Ｃ２、・・・Ｃｐから発せられる磁界を各々検出し、磁界検出信号として出力す
るセンスコイル群１４４が設けられている。
【００８８】
　位置検出部としての機能を有する内視鏡挿入形状検出装置１０８は、センスコイルユニ
ット１０７から出力される磁界検出信号を増幅するアンプ１４５と、アンプ１４５から出
力される磁界検出信号に基づいてｐ個のソースコイルＣ１、Ｃ２、・・・Ｃｐの３次元座
標位置及び向きを検出し、３次元座標情報として出力するソースコイル位置／向き検出部
１４６と、ソースコイル位置／向き検出部１４６から出力される３次元座標情報に基づい
て挿入部１１１の挿入形状を推定し、挿入形状画像信号として出力する挿入形状推定部１
４７と、を有している。これにより、モニタ１１０ｂには、前記挿入形状画像信号に応じ
た挿入部１１１の挿入形状画像Ｉｂ１が表示される。
【００８９】
　端末装置１０９は、ＣＰＵ等からなる演算処理部１９１を有して構成されている。演算
処理部１９１は、映像処理部１３７から出力される映像信号と、ソースコイル位置／向き
検出部１４６から出力される３次元座標情報とに基づき、湾曲部１１６の湾曲モードが自
動湾曲モードである場合に行われる湾曲制御に関する演算を行い、演算結果を湾曲制御部
１０５へ出力する。なお、演算処理部１９１において行われる前記演算等の具体的な内容
は、後程述べるものとする。
【００９０】
　次に、内視鏡システム１０１の作用について説明を行う。なお、以降においては、湾曲
モード切替スイッチ１１９が手動湾曲モードに切り替えられた場合の制御についての説明
を省略するとともに、湾曲モード切替スイッチ１１９が自動湾曲モードに切り替えられた
場合の制御について主に説明を行うものとする。
【００９１】
　まず、術者は、内視鏡システム１０１の各部を接続及び起動した後、内視鏡１０２の挿
入部１１１を患者の体腔内に挿入するとともに、湾曲モード切替スイッチ１１９を自動湾
曲モードに切り替える。これに応じて、内視鏡１０２の撮像部１１５ａにおける被写体の
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撮像が開始されるとともに、挿入部１１１に設けられた各ソースコイルにおいて磁界が発
せられ始める。
【００９２】
　被写体の撮像に伴って撮像部１１５ａから出力される撮像信号は、ユニバーサルコード
１１３及びコネクタ１１４を経てプロセッサ１０６へ出力され、映像処理部１３７におい
て映像信号に変換された後、端末装置１０９の演算処理部１９１に入力される。また、挿
入部１１１に設けられた各ソースコイルにおける磁界の発生に伴い、センスコイルユニッ
ト１０７から出力される磁界検出信号は、アンプ１４５により増幅され、ソースコイル位
置／向き検出部１４６により該各ソースコイルの３次元座標情報として変換された後、端
末装置１０９の演算処理部１９１に入力される。
【００９３】
　端末装置１０９の演算処理部１９１は、入力される映像信号に基づく目標位置検出処理
を行うことにより、先端部１１５の通過目標となる３次元座標位置を取得する。
【００９４】
　ここで、演算処理部１９１が行う目標位置検出処理について述べる。
【００９５】
　端末装置１０９の演算処理部１９１は、入力される映像信号に基づく画像データを取得
した（図８のステップＳ１０１）後、該画像データに対してディストーション補正を施す
（図８のステップＳ１０２）。ここまでの処理により、演算処理部１９１は、入力される
映像信号に基づく原画像のモノクロ部分が排除された画像データを取得する。
【００９６】
　そして、暗部領域検出部としての演算処理部１９１は、例えば特開平２－２０３８３１
号公報に記載されている方法を用いることにより、図８のステップＳ１０２の処理におい
て取得した画像データにおける暗部領域を検出する（図８のステップＳ１０３）。なお、
演算処理部１９１は、画像の暗部領域を検出するための方法として、特開平２－２０３８
３１号公報に記載されている方法を用いるものに限らず、他の方法を用いるものであって
も良い。
【００９７】
　その後、演算処理部１９１は、図８のステップＳ１０３の処理において検出した暗部領
域の形状を推定するためのパラメータを算出する（図８のステップＳ１０４）。具体的に
は、演算処理部１９１は、暗部領域の形状を推定するためのパラメータとして、例えば、
暗部領域の１次モーメントｍ１１と、該暗部領域の２次モーメントｍ０２と、該暗部領域
の２次モーメントｍ２０とに基づく数式である、下記数式（１）及び（２）を用いた演算
を行うことにより、該暗部領域に適合する楕円を当てはめた場合の長軸方向と短軸方向と
の比Ｒｉの値を算出する。
【００９８】

ｍｓｑ＝（（ｍ２０－ｍ０２）×（ｍ２０－ｍ０２）＋４×ｍ１１×ｍ１１）１／２

…（１）
Ｒｉ＝（（（ｍ２０＋ｍ０２）－ｍｓｑ）／（（ｍ２０＋ｍ０２）＋ｍｓｑ））１／２

…（２）

　演算処理部１９１は、図８のステップＳ１０４の処理において算出した比Ｒｉの値が所
定の閾値Ｔｈ１より大きいか否かを判定する（図８のステップＳ１０５）。
【００９９】
　そして、演算処理部１９１は、比Ｒｉの値が所定の閾値Ｔｈ１以下であることを検出す
ると、図８のステップＳ１０３の処理において検出した暗部領域が例えば図１０に示すよ
うな略円形形状であると推定した後、該暗部領域の重心点Ｇａの２次元座標を算出する（
図８のステップＳ１１０）。なお、演算処理部１９１は、暗部領域の重心点の２次元座標
を算出するための処理として、該暗部領域のエッジ上に存在する各点列に応じて算出され
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る図心を該重心点とみなす処理を行うものであっても良いし、また、該暗部領域の０次モ
ーメント及び１次モーメントを用いて該重心点を算出するものであっても良い。
【０１００】
　また、演算処理部１９１は、比Ｒｉの値が所定の閾値Ｔｈ１より大きいことを検出する
と、図８のステップＳ１０３の処理において検出した暗部領域が略円形形状とは異なる他
の形状であると判断した後、該暗部領域のエッジを抽出する（図８のステップＳ１０６）
。具体的には、演算処理部１９１は、画像データを縮小した後、Ｃａｎｎｙ、Ｓｏｂｅｌ
またはＬａｐｌａｃｉａｎのいずれかのアルゴリズムを縮小された該画像データに対して
適用することにより、該暗部領域のエッジを抽出する。
【０１０１】
　演算処理部１９１は、図８のステップＳ１０６の処理において抽出した暗部領域のエッ
ジに基づき、該エッジの少なくとも一部を外周に含む仮想的な円を形成する（図８のステ
ップＳ１０７）。なお、演算処理部１９１は、前記仮想的な円を形成するための処理とし
て、円ハフ変換に基づく処理を行うものであっても良いし、また、以下に記す処理を行う
ものであっても良い。
【０１０２】
　演算処理部１９１は、暗部領域のエッジ上の各点における濃淡勾配方向を検出した後、
該濃淡勾配方向各々に基づき、仮想的な円の中心点のおおよその存在範囲を決定する。さ
らに、演算処理部１９１は、前記存在範囲内の一の点から暗部領域のエッジ上の各点まで
の距離を各々算出し、該距離の総和を該一の点における評価値とする。そして、演算処理
部１９１は、前記存在範囲内の全ての点における前記評価値を算出及び比較することによ
り、前記評価値が最も小さい点を中心点とし、かつ、該中心点から暗部領域のエッジまで
の長さを半径とする仮想的な円を形成する。
【０１０３】
　演算処理部１９１は、図８のステップＳ１０７の処理において形成した仮想的な円の直
径ｄｖが所定の閾値Ｔｈ２未満であるか否かを判定する（図８のステップＳ１０８）。な
お、前記閾値Ｔｈ２は、例えば、図８のステップＳ１０２の処理において取得した画像デ
ータのサイズ、一般的な管腔の直径の大きさ、または、同一の患者の略同一部位において
過去に取得したデータ等を用いて算出される値であるとする。
【０１０４】
　そして、演算処理部１９１は、仮想的な円の直径ｄｖが所定の閾値Ｔｈ２未満であるこ
とを検出すると、該仮想的な円の中心点の２次元座標を算出する（図８のステップＳ１０
９）。具体的には、演算処理部１９１は、例えば図１１に示すような、曲線形状の暗部領
域が存在する画像データにおいて、暗部領域のエッジの少なくとも一部を外周に含む仮想
的な円Ｒｖの中心点Ｃｖの２次元座標を算出する。
【０１０５】
　また、演算処理部１９１は、仮想的な円の直径ｄｖが所定の閾値Ｔｈ２以上であること
を検出すると、暗部領域の重心点の２次元座標を算出する（図８のステップＳ１１０）。
具体的には、演算処理部１９１は、例えば図１２に示すような、略円形形状及び曲線形状
のうちのいずれの形状にも当てはまらない暗部領域が存在する画像データにおいて、該暗
部領域の重心点Ｇｂの２次元座標を算出する。
【０１０６】
　その後、目標位置設定部としての演算処理部１９１は、図８のステップＳ１１０までの
処理において算出した、中心点Ｃｖ、重心点Ｇａまたは重心点Ｇｂのいずれかの２次元座
標を、例えばＳｈａｐｅＦｒｏｍＳｈａｄｉｎｇ法等の方法を用いることにより３次元座
標の目標位置に変換した（図８のステップＳ１１１）後、一連の処理を図８のステップＳ
１０１から再度繰り返し行う。
【０１０７】
　すなわち、前述した目標位置検出処理により、演算処理部１９１は、例えば図１０に示
すような、略円形形状の暗部領域が存在する場合においては、該暗部領域を管腔により生
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じたものとみなしつつ、先端部１１５が該管腔の略中心部を通過するように、目標となる
３次元座標位置を設定する。
【０１０８】
　また、前述した目標位置検出処理により、演算処理部１９１は、例えば図１１に示すよ
うな、曲線形状の暗部領域が存在する場合においては、該暗部領域を管腔の壁面のひだ等
により生じたものとみなしつつ、先端部１１５が該壁面側へ向かうことなく、かつ、該管
腔内において本来向かうはずの位置を先端部１１５が通過するように、目標となる３次元
座標位置を設定する。
【０１０９】
　一方、演算処理部１９１は、自動湾曲モードにおける、湾曲部１１６に対する制御内容
を設定するための湾曲制御設定処理を、前述した目標位置検出処理に並行して行う。
【０１１０】
　ここで、演算処理部１９１が行う湾曲制御設定処理について述べる。
【０１１１】
　演算処理部１９１は、湾曲モード切替スイッチ１１９が自動湾曲モードに切り替えられ
た直後のタイミングにおいて、先端部１１５を通過させる目標位置の初期設定を行うため
に、前述した目標位置検出処理を行う（図９のステップＳ１２１）。
【０１１２】
　また、演算処理部１９１は、ソースコイル位置／向き検出部１４６から出力される３次
元座標情報に基づき、先端部１１５の現在の位置及び向きを算出する（図９のステップＳ
１２２）。
【０１１３】
　その後、演算処理部１９１は、図９のステップＳ１２２の処理において算出した先端部
１１５の現在の位置及び向きと、先端部１１５を通過させる目標位置とを比較することに
より、先端部１１５が該目標位置を通過したか否かを判定する（図９のステップＳ１２３
）。
【０１１４】
　そして、演算処理部１９１は、先端部１１５が目標位置を通過したことを検出すると、
新たな目標位置を設定するために、前述した目標位置検出処理を再度行う（図９のステッ
プＳ１２４）。また、演算処理部１９１は、先端部１１５が目標位置を通過していないこ
とを検出すると、該目標位置を保持しつつ、引き続き処理を行う。
【０１１５】
　演算処理部１９１は、図９のステップＳ１２３またはステップＳ１２４の処理を経た後
、設定した目標位置を先端部１１５が通過するように、湾曲部１１６の湾曲量及び湾曲方
向を算出する（図９のステップＳ１２５）。なお、本実施形態において、演算処理部１９
１は、前述した目標位置検出処理により検出された暗部領域の形状（略円形形状、曲線形
状またはその他の形状）に応じ、各々異なる算出方法を用いつつ湾曲部１１６の湾曲量及
び湾曲方向を算出するものであっても良い。
【０１１６】
　湾曲制御情報算出部としての演算処理部１９１は、図９のステップＳ１２５の処理にお
いて算出した湾曲部１１６の湾曲量及び湾曲方向に基づき、実際に湾曲部１１６を湾曲さ
せるために必要な情報である、湾曲制御情報の演算を行い（図９のステップＳ１２６）、
演算結果を湾曲制御部１０５へ出力した後、一連の処理を図９のステップＳ１２２から再
度繰り返し行う。
【０１１７】
　なお、前述した湾曲制御情報は、例えば、湾曲部１１６がワイヤの一端側に接続された
複数の湾曲コマ等からなり、モータの回転駆動に応じて生じる該ワイヤの緊張または弛緩
に伴って自身の湾曲状態を変化させることが可能な構成である場合においては、該モータ
に接続されるプーリの角度及び該モータに印加する駆動電圧に関する情報として示される
ものであるとする。また、前述した湾曲制御情報は、例えば、湾曲部１１６が前述した構
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成以外の他の構成を有している場合においては、該他の構成に応じた情報として示される
ものであるとする。
【０１１８】
　そして、湾曲制御部１０５は、自動湾曲モードにおいて、端末装置１０９の演算処理部
１９１から出力される演算結果に基づき、前述した目標位置検出処理において設定した目
標位置を常に先端部１１５が通過するような制御を湾曲部１１６に対して行うことができ
る。
【０１１９】
　以上に述べたように、本実施形態の内視鏡システム１０１は、自動湾曲モードにおいて
、内視鏡先端部の位置及び向きが内視鏡挿入部の挿入操作に応じた位置及び向きとなるよ
うに、内視鏡湾曲部を制御可能な構成を具備している。これにより、本実施形態の内視鏡
システム１０１は、実際に操作を行う者の知識または経験によることなく、内視鏡の挿入
操作を容易にすることができる。
【０１２０】
（第３の実施形態）
　なお、以降において、第１の実施形態と同様の構成を持つ部分、及び、第１の実施形態
及び第２の実施形態と同様の処理を行う部分については、詳細な説明を適宜省略する。
【０１２１】
　図１３から図２１は、本発明の実施形態に係るものである。図１３は、本発明の実施形
態に係る内視鏡システムの要部の構成の一例を示す図である。図１４は、先端部を通過さ
せる経路を設定するために行われる処理の一例を示すフローチャートである。図１５は、
湾曲部に対する湾曲制御内容を設定するために行われる処理の一例を示すフローチャート
である。図１６は、先端部の現在位置の近傍における管腔の形状の一例を示す図である。
図１７は、図１４のフローチャートの処理の概要に関する模式図である。図１８は、先端
部を通過させる目標位置を算出する処理の一例を示す図である。図１９は、先端部を通過
させる目標位置を算出する処理の、図１８とは異なる例を示す図である。図２０は、図１
５のフローチャートに追加可能な処理の一例を示す図である。図２１は、図２０のフロー
チャートの処理の概要に関する模式図である。
【０１２２】
　本発明の実施形態に係る内視鏡システム２０１は、図１３に示すように、被検体として
の患者の体腔内に挿入されるとともに、該体腔内の被写体の像を撮像する内視鏡２０２と
、内視鏡２０２に設けられたコネクタ２１４の着脱が可能なプロセッサ２０６と、該患者
が横たわるベッドの周辺部に配置されるセンスコイルユニット２０７と、内視鏡挿入形状
検出装置２０８と、端末装置２０９と、モニタ２１０ａ及び２１０ｂと、を有して構成さ
れている。
【０１２３】
　また、プロセッサ２０６は、撮像対象となる被写体を照明するための照明光を内視鏡２
０２に供給する光源部２０３と、内視鏡２０２から出力される撮像信号に対して信号処理
を行うことにより、映像信号を生成して出力する信号処理部２０４と、内視鏡２０２に対
する湾曲制御を行う湾曲制御部２０５と、ソースコイル駆動部２４３と、を有している。
【０１２４】
　内視鏡２０２は、被検体の体腔（管腔）内に挿入される細長の挿入部２１１と、挿入部
２１１の後端に設けられた操作部２１２と、操作部２１２から延出されたユニバーサルコ
ード２１３とを有している。そして、このユニバーサルコード２１３の後端には、プロセ
ッサ２０６への着脱が可能なコネクタ２１４が設けられている。
【０１２５】
　挿入部２１１は、先端側に設けられた硬質の先端部２１５と、先端部２１５の後端に接
続された湾曲部２１６と、湾曲部２１６の後端と操作部２１２の前端との間に設けられた
、可撓性を有する可撓管部２１７と、を有している。また、挿入部２１１の内部には、ソ
ースコイル駆動部２４３により印加されるソースコイル駆動信号に応じた磁界を発生する



(18) JP 5085662 B2 2012.11.28

10

20

30

40

50

ｑ個のソースコイルＣ１、Ｃ２、・・・Ｃｑが略等間隔に設けられている。
【０１２６】
　先端部２１５には、被写体の像を結像する対物光学系と、該対物光学系を経て結像され
た該被写体の像を撮像信号として出力する撮像素子等とを具備する撮像部２１５ａが設け
られている。
【０１２７】
　操作部２１２には、フリーズ画像（静止画像）取得等の指示を行うスコープスイッチ２
１８と、湾曲部２１６の湾曲モードを手動モードまたは自動モードのいずれかに切り替え
るための指示を行う湾曲モード切替スイッチ２１９と、該手動モードが選択された場合に
、湾曲部２１６の湾曲方向及び湾曲角度の指示を行う湾曲用ジョイスティック２２０と、
が設けられている。また、可撓管部２１７の後端側であって、操作部２１２の前端付近に
あたる部分には、処置具等を挿通可能な図示しない処置具用チャンネルへ通ずる処置具挿
入口２３９が設けられている。
【０１２８】
　内視鏡２０２の挿入部２１１等の内部には、光源部２０３から供給される照明光を先端
部２１５へ伝送するライトガイド２２１が挿通されている。
【０１２９】
　ライトガイド２２１の一方の端面（入射端面）は、コネクタ２１４から突出した状態と
して配置されている。また、ライトガイド２２１の他方の端面（出射端面）は、先端部２
１５に設けられた図示しない照明光学系の近傍に配置されている。このような構成により
、光源部２０３から供給された照明光は、コネクタ２１４がプロセッサ２０６に接続され
た状態において、ライトガイド２２１及び図示しない照明光学系を経た後、撮像部２１５
ａの撮像対象となる被写体を照明する。
【０１３０】
　光源部２０３は、例えば白色光である照明光を発するランプ２２２と、ランプ２２２が
駆動する際に要する電源を供給するランプ駆動部２２３と、絞り２２４と、信号処理部２
０４から出力される映像信号に基づいて絞り２２４の絞り量（開口量）を増減させる絞り
制御部２２５と、絞り２２４を通過した照明光を集光しつつライトガイド２２１の入射端
面へ供給する集光光学系２２６と、を有している。
【０１３１】
　絞り制御部２２５は、例えば、入力される映像信号の輝度成分に基づいて平均の明るさ
を算出した後、該平均の明るさから適切な明るさに相当する基準値を減じた値である、差
分値に基づいて絞り２２４の絞り量（開口量）を増減させることにより、絞り２２４を通
過する照明光の光量を適宜変化させる。
【０１３２】
　信号処理部２０４は、撮像部２１５ａに設けられた撮像素子を駆動するための撮像素子
駆動信号を出力する撮像素子駆動部２３６と、撮像部２１５ａから出力される撮像信号に
対して信号処理を行うことにより、映像信号を生成して出力する映像処理部２３７と、を
有している。これにより、モニタ２１０ａには、前記映像信号に応じた内視鏡画像Ｉａ２
が表示される。
【０１３３】
　湾曲制御部２０５は、湾曲モード切替スイッチ２１９においてなされた指示に基づき、
湾曲部２１６の湾曲モードが手動モードに切り替えられた場合には、湾曲用ジョイスティ
ック２２０の傾き方向及び傾き量に基づいて湾曲部２１６の湾曲方向及び湾曲角度を変更
するための制御を行う。また、湾曲制御部２０５は、湾曲モード切替スイッチ２１９にお
いてなされた指示に基づき、湾曲部２１６の湾曲モードが自動モードに切り替えられた場
合には、端末装置２０９の演算結果に基づいて湾曲部２１６の湾曲方向及び湾曲角度を変
更するための制御を行う。
【０１３４】
　ソースコイル駆動部２４３は、挿入部２１１の内部に設けられたｑ個のソースコイルＣ
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１、Ｃ２、・・・Ｃｑに接続されており、該ソースコイル各々に対して交流のソースコイ
ル駆動信号を順次印加する。これにより、挿入部２１１の内部に設けられたソースコイル
各々の周囲には、交流磁界が発生する。
【０１３５】
　センスコイルユニット２０７には、挿入部２１１の内部に設けられたｑ個のソースコイ
ルＣ１、Ｃ２、・・・Ｃｑから発せられる磁界を各々検出し、磁界検出信号として出力す
るセンスコイル群２４４が設けられている。
【０１３６】
　内視鏡挿入形状検出装置２０８は、センスコイルユニット２０７から出力される磁界検
出信号を増幅するアンプ２４５と、アンプ２４５から出力される磁界検出信号に基づいて
ｑ個のソースコイルＣ１、Ｃ２、・・・Ｃｑの３次元座標位置及び向きを検出し、挿入形
状情報として出力するソースコイル位置／向き検出部２４６と、ソースコイル位置／向き
検出部２４６から出力される挿入形状情報に基づいて挿入部２１１の挿入形状を推定し、
挿入形状画像信号として出力する挿入形状推定部２４７と、を有している。これにより、
モニタ２１０ｂには、前記挿入形状画像信号に応じた挿入部２１１の挿入形状画像Ｉｂ２
が表示される。
【０１３７】
　端末装置２０９は、映像処理部２３７から出力される映像信号と、ソースコイル位置／
向き検出部２４６から出力される挿入形状情報とに基づき、湾曲部２１６の湾曲モードが
自動モードである場合に行われる湾曲制御に関する演算を行い、演算結果を湾曲制御部２
０５へ出力する演算処理部２９１を有している。なお、演算処理部２９１において行われ
る前記演算の具体的な内容は、後程述べるものとする。
【０１３８】
　次に、内視鏡システム２０１の作用について説明を行う。なお、以降においては、湾曲
モード切替スイッチ２１９が手動湾曲モードに切り替えられた場合の制御についての説明
を省略するとともに、湾曲モード切替スイッチ２１９が自動湾曲モードに切り替えられた
場合の制御について主に説明を行うものとする。
【０１３９】
　まず、術者は、内視鏡システム２０１の各部を接続及び起動した後、内視鏡２０２の挿
入部２１１を患者の体腔内に挿入するとともに、湾曲モード切替スイッチ２１９を自動湾
曲モードに切り替える。これに応じて、内視鏡２０２の撮像部２１５ａにおける被写体の
撮像が開始されるとともに、挿入部２１１に設けられた各ソースコイルにおいて磁界が発
せられ始める。
【０１４０】
　被写体の撮像に伴って撮像部２１５ａから出力される撮像信号は、ユニバーサルコード
２１３及びコネクタ２１４を経てプロセッサ２０６へ出力され、映像処理部２３７におい
て映像信号に変換された後、端末装置２０９の演算処理部２９１に入力される。また、挿
入部２１１に設けられた各ソースコイルにおける磁界の発生に伴い、センスコイルユニッ
ト２０７から出力される磁界検出信号は、アンプ２４５により増幅され、ソースコイル位
置／向き検出部２４６により該各ソースコイルの３次元座標情報として変換された後、端
末装置２０９の演算処理部２９１に入力される。
【０１４１】
　端末装置２０９の演算処理部２９１は、入力される映像信号と、各ソースコイルの３次
元座標情報とに基づく処理を行うことにより、先端部２１５を通過させる経路を設定する
とともに、該経路に略沿って先端部２１５を進行させるように湾曲部２１６を湾曲させる
ための制御内容を設定する。
【０１４２】
　ここで、図１４等を参照しつつ、先端部２１５を通過させる経路を設定するために演算
処理部２９１が行う処理について述べる。
【０１４３】
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　演算処理部２９１は、入力される映像信号に基づく画像データを取得した（図１４のス
テップＳ２０１）後、該画像データに対してディストーション補正を施す。このような処
理により、演算処理部２９１は、入力される映像信号に基づく原画像のモノクロ部分が排
除された２次元の画像データを取得する。
【０１４４】
　次に、３次元形状算出部としての機能を有する演算処理部２９１は、図１４のステップ
Ｓ２０１の処理により取得した２次元の画像データに基づき、例えばＳｈａｐｅＦｒｏｍ
Ｓｈａｄｉｎｇ法等の方法を用いることにより、先端部２１５の現在位置の近傍における
管腔の形状を示すデータである、３次元形状データを算出する（図１４のステップＳ２０
２）。これにより、演算処理部２９１は、先端部２１５の現在位置の近傍における管腔の
形状が、例えば図１６に示すように、体腔内のひだ等による屈曲部を有するものであるこ
とを検出する。
【０１４５】
　そして、演算処理部２９１は、図１４のステップＳ２０２の処理により算出した３次元
形状データに対し、例えば、先端部２１５の先端面の所定の位置を原点とするとともに、
図１４のステップＳ２０１の処理により取得した画像データの左右方向に相当する軸をを
ｘ軸、該画像データの上下方向に相当する軸をｙ軸、及び、該画像データの奥行き方向に
相当する軸をｚ軸とするような局所座標系を設定する（図１４のステップＳ２０３）。
【０１４６】
　その後、切断面取得部としての機能を有する演算処理部２９１は、図１４のステップＳ
２０１の処理により取得した画像データと、図１４のステップＳ２０２の処理により算出
した３次元形状データとに基づき、内視鏡２０２の視野範囲内（または先端部２１５が存
在する位置の近傍）におけるＫ個の切断面データを取得する（図１４のステップＳ２０４
）。
【０１４７】
　図１４のステップＳ２０４の処理において、まず、演算処理部２９１は、図１４のステ
ップＳ２０１の処理により取得した画像データと、図１４のステップＳ２０２の処理によ
り算出した３次元形状データとに基づき、該３次元形状データ内における暗点（最も暗い
点）の位置を検出する。具体的には、演算処理部２９１は、例えば、図１７に示す点Ｄｂ
を暗点（最も暗い点）として検出する。
【０１４８】
　図１４のステップＳ２０４の処理において、次に、演算処理部２９１は、先端部２１５
の先端面の所定の位置から点Ｄｂへ至るベクトルに対して垂直であり、かつ、各々が略等
間隔に設定されたＫ個の平面を用いて３次元形状データを切断することにより、Ｋ個の切
断面データを取得する。具体的には、演算処理部２９１は、例えば、図１７に示す平面Ｈ
１、Ｈ２、Ｈ３及びＨ４の４つのデータを切断面データとして各々取得する。
【０１４９】
　演算処理部２９１は、図１４のステップＳ２０４の処理により取得した切断面データに
各々付される番号に相当する変数ｉ（１≦ｉ≦Ｋ）を１に設定した（図１４のステップＳ
２０５）後、ｉ番目の切断面データにおけるエッジを抽出する（図１４のステップＳ２０
６）。具体的には、演算処理部２９１は、切断面データを縮小した後、Ｃａｎｎｙ、Ｓｏ
ｂｅｌまたはＬａｐｌａｃｉａｎのいずれかのアルゴリズムを縮小された該切断面データ
に対して適用することにより、該切断面データのエッジを抽出する。
【０１５０】
　演算処理部２９１は、図１４のステップＳ２０６の処理により抽出された切断面データ
のエッジが閉曲線であるか否かを判別する（図１４のステップＳ２０７）。そして、演算
処理部２９１は、図１４のステップＳ２０６の処理により抽出された切断面データのエッ
ジが閉曲線であることを検出した場合、該切断面データにおける図心を算出する（図１４
のステップＳ２０８）。また、演算処理部２９１は、図１４のステップＳ２０６の処理に
より抽出された切断面データのエッジが閉曲線ではないことを検出した場合、該エッジの
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少なくとも一部を外周に含む仮想的な円を円ハフ変換を用いて形成した後、該仮想的な円
の中心点を算出する（図１４のステップＳ２０９）。
【０１５１】
　すなわち、演算処理部２９１は、管腔の３次元データにおける切断面の断面形状を抽出
し、該断面形状に応じた経路点を該切断面各々において検出するための処理を、図１４の
ステップＳ２０６からステップＳ２０９までの処理として行っている。
【０１５２】
　演算処理部２９１は、図１４のステップＳ２０６からステップＳ２０９までに示す処理
を変数ｉ＝Ｋになるまで繰り返し行う（図１４のステップＳ２１０）。これにより、Ｋ個
の切断面データ各々のうち、図１４のステップＳ２０８を経たものについては切断面デー
タの図心が算出され、また、図１４のステップＳ２０９を経たものについては切断面デー
タにおける仮想的な円の中心点が算出される。具体的には、演算処理部２９１は、図１４
のステップＳ２０６からステップＳ２０９までに示す処理を繰り返し行うことにより、例
えば図１７に示すように、平面Ｈ１における点Ｅ１、平面Ｈ２における点Ｅ２、平面Ｈ３
における点Ｅ３、及び、平面Ｈ４における点Ｅ４を各々算出する。
【０１５３】
　その後、経路算出部としての機能を有する演算処理部２９１は、Ｋ個の切断面データ各
々において図心または仮想的な円の中心点の算出が完了すると、該図心及び該仮想的な円
の中心点からなるＫ個の点と、先端部２１５の先端面の所定の位置と、点Ｄｂとの各点を
通る線分としての経路線を算出した（図１４のステップＳ２１１）後、一連の処理を図１
４のステップＳ２０１から再度繰り返し行う。なお、演算処理部２９１は、例えば、前記
各点に対してＣａｔｍｕｌｌＲｏｍ曲線方程式を適用することにより算出したパラメトリ
ック曲線を、前記経路線として算出するものとする。具体的には、演算処理部２９１は、
図１４のステップＳ２１１に示す処理により、例えば図１７に示すように、経路点として
の点Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３及びＥ４と、先端部２１５の先端面の所定の位置と、点Ｄｂとの各
点を通る曲線Ｉｃを経路線として算出する。
【０１５４】
　また、演算処理部２９１は、図１５のフローチャートに示す処理を、図１４のフローチ
ャートに示す処理に並行して行う。
【０１５５】
　演算処理部２９１は、ソースコイル位置／向き検出部２４６から出力される３次元座標
情報に基づき、先端部２１５の現在の位置及び向きを算出する（図１５のステップＳ２２
１）。
【０１５６】
　その後、演算処理部２９１は、後述する処理により設定される、先端部２１５を通過さ
せる目標位置を先端部２１５が通過したか否かを判定する（図１５のステップＳ２２２）
。そして、演算処理部２９１は、目標位置を先端部２１５が通過した場合、図１４のフロ
ーチャートの処理により、先端部２１５の先端面の所定の位置を起点とした新たな経路線
を算出する（図１５のステップＳ２２３）。また、演算処理部２９１は、目標位置を先端
部２１５が通過していない場合、該目標位置及び該目標位置に係る経路線を保持しつつ、
図１５のステップＳ２２４の処理を引き続き行う。
【０１５７】
　すなわち、経路算出部としての機能を有する演算処理部２９１は、後述する処理により
設定される目標位置を端部２１５が通過する毎に、先端部２１５の先端面の所定の位置を
起点とした新たな経路線を算出するための処理を行う。
【０１５８】
　演算処理部２９１は、ソースコイル位置／向き検出部２４６から出力される３次元座標
情報に基づき、例えば単位時間当たりのソースコイルＣ１の移動速度を算出することによ
り、Δｔ秒後の先端部２１５の移動距離ｒ１を算出する（図１５のステップＳ２２４）。
【０１５９】
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　演算処理部２９１は、経路線Ｉｃ及び移動距離ｒ１に基づき、先端部２１５を通過させ
る目標位置を算出する（図１５のステップＳ２２５）。
【０１６０】
　図１５のステップＳ２２５の処理において、演算処理部２９１は、図１８に示すように
、先端部２１５の先端面の所定の位置を中心点とし、かつ、移動距離ｒ１を半径とした仮
想的な球Ｂｒ１を設定した後、該仮想的な球Ｂｒ１と曲線Ｉｃとが交わる点Ｑの３次元座
標位置を算出する。そして、演算処理部２９１は、前記点Ｑの３次元座標位置を、先端部
２１５を通過させる目標位置として算出する。
【０１６１】
　また、本実施形態の演算処理部２９１は、図１５のステップＳ２２５の処理において、
点Ｑの３次元座標位置を目標位置として算出した後、以降に記す処理をさらに行うことに
より、該目標位置の補正を行うものであっても良い。
【０１６２】
　具体的には、演算処理部２９１は、点Ｑの３次元座標位置を算出した後、例えば図１９
に示すように、点Ｑを含み、かつ、先端部２１５の先端面の所定の位置から点Ｄｂへ至る
ベクトルに対して垂直な平面Ｈａを算出する。
【０１６３】
　そして、演算処理部２９１は、点Ｑを中心点とし、かつ、平面Ｈａ上に存在する半径ｒ
２の仮想的な円Ｂｒ２を形成した後、該円Ｂｒ２上の各点のうち、経路線Ｉｃと同一平面
上に存在する点Ｔの３次元座標位置を、補正後の目標位置として算出する。
【０１６４】
　すなわち、目標位置補正部としての機能を有する演算処理部２９１は、以上に述べた処
理を行うことにより、点Ｑを目標位置とした場合に比べて湾曲部２１６の湾曲量を減少可
能な、補正後の目標位置としての点Ｔの３次元座標位置を算出することができる。
【０１６５】
　一方、演算処理部２９１は、図１５のステップＳ２２５において設定した目標位置へ先
端部２１５が向かうように、湾曲部２１６の湾曲量及び湾曲方向を算出する（図１５のス
テップＳ２２６）。
【０１６６】
　演算処理部２９１は、図１５のステップＳ２２６の処理において算出した湾曲部２１６
の湾曲量及び湾曲方向に基づき、実際に湾曲部２１６を湾曲させるために必要な情報であ
る、湾曲制御情報の演算を行い（図１５のステップＳ２２７）、演算結果を湾曲制御部２
０５へ出力した後、一連の処理を図１５のステップＳ２２１から再度繰り返し行う。
【０１６７】
　なお、前述した湾曲制御情報は、例えば、湾曲部２１６がワイヤの一端側に接続された
複数の湾曲コマ等からなり、モータの回転駆動に応じて生じる該ワイヤの緊張または弛緩
に伴って自身の湾曲状態を変化させることが可能な構成である場合においては、該モータ
に接続されるプーリの角度及び該モータに印加する駆動電圧に関する情報として示される
ものであるとする。また、前述した湾曲制御情報は、例えば、湾曲部２１６が前述した構
成以外の他の構成を有している場合においては、該他の構成に応じた情報として示される
ものであるとする。
【０１６８】
　以上に述べたように、本実施形態の内視鏡システム２０１は、図１４及び図１５に示す
各処理を自動湾曲モードにおいて行うことにより、例えば図１６に示すような、管腔内に
おいて屈曲部を形成するひだ等に内視鏡先端部を接触させることなく、該ひだ等の裏側（
の管腔）へ向けて該内視鏡先端部が進行するように、内視鏡湾曲部を制御可能な構成を具
備している。これにより、本実施形態の内視鏡システム２０１は、内視鏡の挿入性を従来
に比べて向上させることができる。
【０１６９】
　なお、本実施形態の演算処理部２９１は、図２０のフローチャートに示す処理を、図１
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５のステップＳ２２３とステップＳ２２４との間においてさらに行うものであっても良い
。
【０１７０】
　まず、演算処理部２９１は、図１５のステップＳ２２３において算出した経路線の曲率
半径Ｆを算出する（図２０のステップＳ２３１）。
【０１７１】
　次に、演算処理部２９１は、図２０のステップＳ２３１の処理により算出した曲率半径
Ｆが閾値ＴＨＦより大きいか否かを判定する（図２０のステップＳ２３２）。そして、演
算処理部２９１は、曲率半径Ｆが閾値ＴＨＦより大きい場合、後述する図２０のステップ
Ｓ２３３の処理を行う。また、演算処理部２９１は、曲率半径Ｆが閾値ＴＨＦ以下である
場合、図１４のステップＳ２１１において算出した経路線を処理結果とした後、図１５の
ステップＳ２２４の処理を引き続き行う。
【０１７２】
　演算処理部２９１は、曲率半径Ｆが閾値ＴＨＦより大きい場合において、図１４のステ
ップＳ２１１において算出した経路線全体を含む平面Ｈｂを算出する（図２０のステップ
Ｓ２３３）。
【０１７３】
　その後、演算処理部２９１は、図１４のステップＳ２０２において算出した３次元形状
データと、図１４のステップＳ２１１において算出した経路線とを、平面Ｈｂの座標系へ
投影する（図２０のステップＳ２３４）。
【０１７４】
　なお、平面Ｈｂの座標系は、例えば図２１に示すように、図１４のステップＳ２１１に
おいて算出した経路線において分散の最も大きい軸を第１主成分軸とし、該経路線におけ
る山の方向を第２主成分軸として定められるものである。そして、管腔の形状を示す３次
元形状データ及び経路線は、図２０のステップＳ２３４の処理により、例えば図２１に示
すような状態として平面Ｈｂの座標系へ各々投影される。
【０１７５】
　演算処理部２９１は、平面Ｈｂの座標系へ投影された経路線の第２主成分を略全般的に
減少させるための変換処理を行う（図２０のステップＳ２３５）。これにより、演算処理
部２９１は、変換処理後の経路線として、例えば図２１に示すような経路線を取得する。
【０１７６】
　そして、演算処理部２９１は、変換処理後の経路線を、例えば図１４のステップＳ２０
３の処理により設定された座標系である、３次元形状データの座標系へ逆投影することに
より（図２０のステップＳ２３６）新たな経路線を得た後、前述した図１５のステップＳ
２２４の処理を引き続き行う。
【０１７７】
　以上に述べた処理を図１５のステップＳ２２３とステップＳ２２４との間においてさら
に行うことにより、本実施形態の演算処理部２９１は、管腔内の極端に屈曲した部位の内
周側の壁面近傍を通るように先端部２１５を進行させるための経路線を算出することがで
きる。
【０１７８】
　なお、図２０のフローチャートに示す処理は、図２０のステップＳ２３２の判定条件及
びステップＳ２３５の変換処理の内容を適宜変更することにより、例えば、胃等の径の大
きな管腔の表面（胃壁）に沿うように先端部２１５を進行させるための経路線を算出する
場合においても適用することができる。
【０１７９】
　すなわち、本実施形態において、演算処理部２９１が図２０のフローチャートに示す処
理をさらに行うことにより、先端部２１５を管腔の表面に接触させることなく、該管腔の
表面の状態をより詳細に観察することが可能となる。
【０１８０】
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　なお、本発明は、上述した各実施形態に限定されるものではなく、発明の趣旨を逸脱し
ない範囲内において種々の変更や応用が可能であることは勿論である。
【０１８１】
　本出願は、２００７年１１月２９日に日本国に出願された特願２００７－３０９２３２
号、２００７年１１月２９日に日本国に出願された特願２００７－３０９２３３号、及び
、２００７年１２月７日に日本国に出願された特願２００７－３１７３６９号を優先権主
張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範囲、図面
に引用されたものとする。
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